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 令和８年志木市議会３月定例会提出議案等概要 

 総合行政部行政管理課 法務グループ 

１ 第１号議案 

専決処分の承認を求めることについて（令和７年度志木市一般会計補正予算

（第９号））（財政課）

１ 提案理由 

緊急に衆議院議員総選挙に係る経費を支出する必要が生じたため、令和８

年１月１９日付けで専決処分をしたので、地方自治法第１７９条第３項の規

定により提出する。 

２ 要旨 

(1) 内容

今回の補正は、歳入歳出それぞれ４，９６９万７千円を追加し、

予算総額を３３６億７，２４３万１千円とする。

(2) 歳入

衆議院議員総選挙委託金 ４，９６９万７千円 

(3) 歳出

衆議院議員総選挙管理執行経費 ４，９６９万７千円 

２ 第２号議案 

志木市公平委員会委員の選任について（人事課）

提案理由 

志木市公平委員会委員に山岡達也氏を選任することについて同意を得たい

ので、地方公務員法第９条の２第２項の規定により提出する。 

３ 第３号議案 

志木市公平委員会委員の選任について（人事課）

提案理由 

志木市公平委員会委員に抜井俊氏を選任することについて同意を得たいの

で、地方公務員法第９条の２第２項の規定により提出する。 

４ 第４号議案 

志木市公平委員会委員の選任について（人事課）

提案理由 

志木市公平委員会委員に土岐隆一氏を選任することについて同意を得たい

ので、地方公務員法第９条の２第２項の規定により提出する。 

５ 第５号議案 

志木市固定資産評価審査委員会委員の選任について（人事課）

提案理由 

志木市固定資産評価審査委員会委員に細田淳氏を選任することについて同

意を得たいので、地方税法第４２３条第３項の規定により提出する。 
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６ 第６号議案 

志木市固定資産評価審査委員会委員の選任について（人事課） 

 提案理由 

志木市固定資産評価審査委員会委員に清水賢三氏を選任することについて

同意を得たいので、地方税法第４２３条第３項の規定により提出する。 

７ 第７号議案 

志木市固定資産評価審査委員会委員の選任について（人事課） 

 提案理由 

志木市固定資産評価審査委員会委員に小川俊浩氏を選任することについて

同意を得たいので、地方税法第４２３条第３項の規定により提出する。 

８ 第８号議案 

令和７年度志木市一般会計補正予算（第１１号）（財政課） 

 要旨 

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ２億６８９万８千円を追加し、 

 予算総額を３３８億８，０１７万９千円とする。 

１ 主な歳入 

 (1) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 １億６，５０６万８千円 

 (2) 保育所等物価高騰対策給付事業補助金       ２７３万２千円 

 (3) 財政調整基金繰入金             ３，７９３万４千円 

２ 主な歳出 

 (1) 水道基本料金減免事業          １億３，０００万円 

 (2) 中学校給食費負担支援補助事業        ７，０３４万７千円 

 (3) プレミアム付商品券事業           １，７５０万円 

 (4) 保育所等物価高騰対策給付事業          ５４６万４千円 

３ 繰越明許費の追加、変更及び廃止 

４ 補正後の財政調整基金の残高       ２３億６，６３２万３千円 

９ 第９号議案 

令和７年度志木市一般会計補正予算（第１２号）（財政課） 

 要旨 

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ３億６，５０２万８千円を減額し、 

 予算総額を３３５億１，５１５万１千円とする。 

１ 主な歳入 

 (1) 地方交付税               ４億２，０４９万円 

 (2) 児童福祉費国庫負担金          １億６，０９１万９千円 

 (3) 県負担金                  ８，０４５万９千円 

 (4) 社会福祉費国庫補助金         △１億９，７８０万６千円 

 (5) 財政調整基金繰入金          △４億７，５８２万６千円 
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 ２ 主な歳出 

 (1) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業 

                       ３億２，１８３万８千円 

 (2) 防災用備蓄品等整備事業           ４，０２６万円 

 (3) 公共施設安心安全化基金積立金      ３億６，０１５万８千円 

３ 繰越明許費の追加 

４ 債務負担行為の追加及び廃止 

５ 地方債の追加及び変更 

６ 補正後の財政調整基金の残高       ２８億４，２６９万６千円 

１０ 第１０号議案 

令和７年度志木市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）（保険年金課） 

 要旨 

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ５，１６１万１千円を追加し、 

 予算総額を６７億４，８５４万８千円とする。 

１ 歳入  

 (1) 一般会計繰入金               ２，８２３万円 

 (2) 国民健康保険財政調整基金繰入金       ２，３２７万７千円 

 (3) 国民健康保険財政調整基金利子           １０万４千円 

２ 歳出 

 (1) 償還金及び還付加算金            ５，１５０万７千円 

 (2) 国民健康保険財政調整基金積立金          １０万４千円 

１１ 第１１号議案 

令和７年度志木市介護保険特別会計補正予算（第３号）（長寿応援課） 

 要旨 

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ１０２万４千円を減額し、 

 予算総額を６２億３，６５８万６千円とする。 

１ 歳入 

 (1) 介護給付費準備基金等利子            ２６２万６千円 

 (2) デジタル基盤改革支援補助金          △３６５万円 

２ 歳出 

 (1) 介護給付費準備基金積立金            ２５５万９千円 

 (2) 介護用品支給事業                  ５万５千円 

 (3) 審査支払手数料                   １万２千円 

 (4) システム標準化対応業務委託料         △３６５万円 

１２ 第１２号議案 

令和７年度志木市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）（保険年金課） 

 要旨 

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ２，４４５万１千円を追加し、 

 予算総額を１４億３５７万８千円とする。 



- 4 - 

 １ 歳入 

 (1) 後期高齢者医療保険料            ３，５２４万１千円 

 (2) 一般会計繰入金              △１，０７９万円 

２ 歳出 

  後期高齢者医療広域連合納付金         ２，４４５万１千円 

１３ 第１３号議案 

令和８年度志木市一般会計予算（財政課） 

 予算額 ３３７億４，０００万円（対前年度比 ４．１％） 

１４ 第１４号議案 

令和８年度志木市国民健康保険特別会計予算（保険年金課） 

 予算額 ６３億７，２８４万８千円（対前年度比 △０．９％） 

１５ 第１５号議案 

令和８年度志木市志木駅東口地下駐車場事業特別会計予算（都市計画課） 

 予算額 ４，００４万２千円（対前年度比 △１．２％） 

１６ 第１６号議案 

令和８年度志木市介護保険特別会計予算（長寿応援課） 

 予算額 ６３億２，９２９万８千円（対前年度比 ５．６％） 

１７ 第１７号議案 

令和８年度志木市後期高齢者医療特別会計予算（保険年金課） 

 予算額 １５億７，７０８万６千円（対前年度比 １４．５％） 

１８ 第１８号議案 

令和８年度志木市水道事業会計予算（上下水道総務課） 

 収益的収入 １５億４，０００万１千円 

収益的支出 １５億９，４１１万９千円 

資本的収入  ８億２，４１９万９千円 

資本的支出 １１億６，１９９万８千円 

１９ 第１９号議案 

令和８年度志木市下水道事業会計予算（上下水道総務課） 

 収益的収入 １９億７，４２５万円 

収益的支出 ２１億７，３２６万５千円 

資本的収入  ８億３，４９５万３千円 

資本的支出 １１億３，８９４万３千円 

２０ 第２０号議案 

志木市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例（保育課） 

 １ 提案理由 

  子ども・子育て支援法の改正に伴い、特定乳児等通園支援事業の運営に関

する基準を定めたいので、同法第５４条の３において準用する同法第４６条

第２項の規定により提出する。 
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 ２ 要旨 

 (1) 内容 

   特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準の設定 

 (2) 施行期日 

   令和８年４月１日 

２１ 第２１号議案 

志木市歴史館条例（生涯学習課） 

 １ 提案理由 

  市民の教育、学術及び文化の向上に寄与するため、志木市歴史館を設置し

たいので、地方自治法第２４４条の２第１項の規定により提出する。 

２ 要旨 

 (1) 主な内容 

  ア 名称 志木市歴史館 

  イ 位置 志木市柏町１丁目２０番１９号 

  ウ 業務 

   (ｱ) 資料の収集、整理及び保存に関すること。 

   (ｲ) 資料の調査及び研究に関すること。 

   (ｳ) 資料の展示及び利用に関すること。 

   (ｴ) 資料の普及啓発に関すること。 

   (ｵ) その他歴史館設置の目的を達成するため必要な事業に関すること。 

 (2) 施行期日 

公布の日から起算して１年を超えない範囲内において教育委員会規則で

定める日 

２２ 第２２号議案 

志木市行政手続条例の一部を改正する条例（行政管理課） 

 １ 提案理由 

  行政手続法の改正を踏まえ、公示送達の方式の見直し等をしたいので、地

方自治法第１４条第１項の規定により提出する。 

２ 要旨 

 (1) 内容 

  ア 公示送達の方式の見直し 

  イ 文言の整理 

 (2) 施行期日 

   令和８年５月２１日 
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２３ 第２３号議案 

志木市職員の旅費に関する条例等の一部を改正する条例（人事課） 

 １ 提案理由 

  国家公務員等の旅費に関する法律の改正を踏まえ、職員等の旅費制度の見

直し等をしたいので、地方自治法第２０４条第３項の規定により提出する。 

２ 要旨 

 (1) 主な内容 

  ア 宿泊費の額の見直し 

    １５，０００円の定額➡１９，０００円の実費 

  イ 宿泊手当の新設 

  ウ 包括宿泊費の新設 

  エ 国内鉄道運賃の特急料金に係る距離規定の廃止 

  オ 外国出張時における死亡手当の額の変更 

 (2) 施行期日 

   令和８年４月１日 

２４ 第２４号議案 

志木市敬老祝金条例の一部を改正する条例（長寿応援課） 

 １ 提案理由 

  敬老祝金の受給資格者の見直しをしたいので、地方自治法第１４条第１項

の規定により提出する。 

２ 要旨 

 (1) 内容 

  ア 祝金の受給資格者の見直し 

  イ 令和８年度における祝金の受給資格者に関する特例の設定 

 (2) 施行期日 

   令和８年４月１日 

２５ 第２５号議案 

志木市介護保険条例の一部を改正する条例（長寿応援課） 

 １ 提案理由 

  介護保険法施行令の改正に伴い、保険料率の算定に関する所得の額の算定

方法の特例等を定めたいので、地方自治法第１４条第１項の規定により提出

する。 

２ 要旨 

 (1) 内容 

  ア 令和８年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例の

設定 

  イ 令和８年度の保険料率の算定に関する基準の特例の設定 

 (2) 施行期日 

   令和８年４月１日 
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２６ 第２６号議案 

志木市子育て支援センター条例の一部を改正する条例（子ども支援課） 

 １ 提案理由 

  志木市西原子育て支援センターを廃止したいので、地方自治法第２４４条

の２第１項の規定により提出する。 

２ 要旨 

 (1) 内容 

   志木市西原子育て支援センターの廃止 

 (2) 施行期日 

   令和８年４月１日 

２７ 第２７号議案 

志木市保育の実施等に関する条例の一部を改正する条例（保育課） 

 １ 提案理由 

  志木市立西原保育園の廃止等をしたいので、地方自治法第２４４条の２第

１項の規定により提出する。 

２ 要旨 

 (1) 内容 

  ア 志木市立西原保育園の廃止 

  イ 北美保育園の建替えに伴う経過措置 

 (2) 令和８年４月１日 

２８ 第２８号議案 

志木市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例（保育課） 

 １ 提案理由 

  乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、設備及び

職員の基準の特例を定めたいので、児童福祉法第３４条の１６第１項の規定

により提出する。 

２ 要旨 

 (1) 内容 

   設備及び職員の基準の特例の設定 

 (2) 施行期日 

   令和８年４月１日 

２９ 第２９号議案 

志木市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（保険年金課） 

 １ 提案理由 

  国民健康保険事業の健全な運営を図るため、子ども・子育て支援納付金課

税額に係る規定の追加及び保険税率等の改定をしたいので、地方税法第３条

第１項の規定により提出する。 
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 ２ 要旨 

 (1) 主な内容 

  ア 保険税率の改定 

  イ 子ども・子育て支援納付金課税額の追加 

 (2) 施行期日 

   令和８年４月１日 

３０ 第３０号議案 

志木市自転車駐車場条例の一部を改正する条例（都市計画課） 

 １ 提案理由 

  自転車駐車場を利用できる車種の追加をしたいので、地方自治法第２４４

条の２第１項の規定により提出する。 

２ 要旨 

 (1) 内容 

   自転車駐車場を利用できる車種に、普通自動二輪車（総排気量が０．１

２５リットル以下のものに限る。）を追加 

 (2) 施行期日 

   令和８年４月１日 

３１ 第３１号議案 

志木市立学校設置条例等の一部を改正する条例（学校教育課） 

 １ 提案理由 

  義務教育学校の開校に伴い、関係条例の整備をしたいので、地方自治法第

２４４条の２第１項の規定により提出する。 

２ 要旨 

 (1) 主な内容 

  ア 義務教育学校の設置 

   (ｱ) 名称 志木の森学園 

   (ｲ) 位置 志木市館１丁目３番１号 

  イ 義務教育学校設置に伴う関係条例の規定の整備 

 (2) 施行期日 

   令和９年４月１日 

３２ 第３２号議案 

志木市立秋ケ瀬運動場施設条例の一部を改正する条例（生涯学習課） 

 １ 提案理由 

  秋ケ瀬スポーツセンターの再整備に伴い、運動施設の名称、利用料金の額

等を定めたいので、地方自治法第２４４条の２第１項の規定により、提出す

る。 

２ 要旨 

 (1) 主な内容 

  ア 運動施設の名称の変更 
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   イ 利用料金の額の設定 

  ウ 規定の整備 

 (2) 施行期日 

  (1)ア及びイ 

    令和８年４月１日から起算して２年を超えない範囲内において志木市

教育委員会規則で定める日 

  (1)ウ 

    令和８年４月１日 

３３ 第３３号議案 

志木市立郷土資料館条例を廃止する条例（生涯学習課） 

 １ 提案理由 

  志木市立郷土資料館を廃止したいので、地方自治法第２４４条の２第１項

の規定により提出する。 

２ 要旨 

 (1) 内容 

   志木市立郷土資料館の廃止 

 (2) 施行期日 

   令和８年４月１日 

３４ 第３４号議案 

工事請負契約の変更契約の締結について（教育総務課） 

 １ 提案理由 

  宗岡中学校体育館大規模改修工事請負契約の変更契約を締結したいので、

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の

規定により提出する 

２ 要旨 

 (1) 変更請負代金額 金３８４，４８３，０００円 

 (2) 今回変更による増額 金１３，７８３，０００円 

３５ 第３５号議案 

工事請負契約の変更契約の締結について（生涯学習課） 

 １ 提案理由 

  秋ケ瀬スポーツセンター解体工事請負契約の変更契約を締結したいので、

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の

規定により提出する。 

２ 要旨 

 (1) 変更請負代金額 金１８５，９７７，０００円 

 (2) 今回変更による増額 金１１，０７７，０００円 
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３６ 第３６号議案 

指定管理者の指定について（市民活動推進課） 

 １ 提案理由 

  志木市民会館の管理に関し、施設の設置の目的を効果的に達成するため、

公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社を指定管理者として指定したい

ので、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により提出する。 

２ 要旨 

 (1) 施設の名称 

   志木市民会館 

 (2) 指定管理者 

   公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社 

 (3) 指定管理の期間 

   令和８年９月１日から令和１３年８月３１日まで 

３７ 第３７号議案 

指定管理者の指定について（市民サービスステーション） 

 １ 提案理由 

  志木市コミュニティスペースつつじの管理に関し、施設の設置の目的を効

果的に達成するため、公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社を指定管理

者として指定したいので、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により提

出する。 

２ 要旨 

 (1) 施設の名称 

   志木市コミュニティスペースつつじ 

 (2) 指定管理者 

   公益財団法人志木市文化スポーツ振興公社 

 (3) 指定管理の期間 

   令和８年９月１日から令和１３年８月３１日まで 

３８ 第３８号議案 

指定管理者の指定について（生涯学習課） 

 １ 提案理由 

  市民体育館ほか２施設の管理に関し、施設の設置の目的を効果的に達成す

るため、ミズノグループを指定管理者として指定したいので、地方自治法第

２４４条の２第６項の規定により提出する。 

２ 要旨 

 (1) 施設の名称 

  ア 志木市民体育館 

  イ 志木市武道館 

  ウ 夜間照明施設 
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  (2) 指定管理者 

   ミズノグループ 

   （美津濃株式会社及びミズノスポーツサービス株式会社） 

 (3) 指定管理の期間 

   令和８年９月１日から令和９年８月３１日まで 

３９ 第３９号議案 

損害賠償の額を定めることについて（総合窓口課） 

 １ 提案理由 

  損害賠償の額を定めたいので、地方自治法第９６条第１項第１３号の規定

により提出する。 

２ 要旨 

 (1) 内容 

   戸籍情報システム関連機器賃貸借について、国の定める標準仕様に準拠

したシステムへの移行に当たり、現在履行中の契約を解約する必要があ

り、これに伴い損害賠償金を支払う必要性が生じた。 

 (2) 損害賠償額 金１，２２１，０００円 

４０ 第４０号議案 

志木市道路線の認定及び廃止について（道路課） 

 １ 提案理由 

  開発行為に基づく道路の帰属等に伴い、市道路線を認定等したいので、道

路法第８条第２項の規定により提出する。 

２ 要旨 

 (1) 認定路線 市道１４５２号線ほか３路線 総延長２７７．１ｍ 

 (2) 廃止路線 市道１０１３号線 総延長３２３．１ｍ 

４１ 報告第１号 

専決処分の報告について（選挙管理委員会事務局） 

 １ 要旨 

  選挙支援システムサーバ関連機器賃貸借について、国の定める標準仕様に

準拠したシステムへの移行に当たり、現在履行中の契約を解約する必要があ

り、これに伴い損害賠償金を支払う必要性が生じたもの 

２ 支払額 金８４９，７５０円 

４２ 報告第２号 

専決処分の報告について（財政課） 

 １ 要旨 

  報告第１号の専決処分に伴い、予算を定めるもの 

２ 内容 

  今回の補正は、歳入歳出それぞれ８５万円を追加し、 

  予算総額を３３６億７，３２８万１千円とする。 
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   (1) 歳入 

    デジタル基盤改革支援補助金            ８５万円 

  (2) 歳出 

    選挙支援システムサーバ関連機器賃貸借損害賠償金  ８５万円 

 


